
（第三種郵便物認可）（５、15、25日発行） 大阪歯科保険医新聞（５） 2007年7月5日

レ
セ
プ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
化

に
つ
い
て
各
党
の
態
度
を
見

て
み
る
と
、
自
民
･公
明
･民

主
が
推
進
の
立
場
で
あ
る
。

協
会
は
、
医
療
機
関
が
医

療
の
質
の
向
上
や
効
率
化
の

た
め
に
行
う
電
子
レ
セ
プ
ト

・
カ
ル
テ
の
導
入
に
は
反
対

し
て
い
な
い
。
協
会
が
反
対

し
て
い
る
の
は
、
政
府
の
医

療
Ｉ
Ｔ
化
の
一
環
と
し
て
の

レ
セ
オ
ン
ラ
イ
ン
化
で
あ

る
。
政
府
の
目
的
は
こ
れ
ま

で
も
述
べ
て
き
た
が
、
内
閣

府
の
規
制
改
革
会
議
の
前
身

で
あ
っ
た
規
制
改
革
・
民
間

開
放
会
議
の
議
長
代
理
、
鈴

木
良
男
氏
（
旭
リ
サ
ー
チ
セ

ン
タ
ー
会
長
）
が
『
メ
デ
ィ

フ
ァ
ク
ス
』
に
語
っ
た
言
葉

を
紹
介
し
た
い
。

「
こ
の
電
子
・
オ
ン
ラ
イ

ン
化
は
、
…
…
最
終
的
に
は

出
来
高
払
い
か
ら
の
脱
却
・

包
括
払
い
へ
の
乗
り
移
り
と

い
う
医
療
費
の
在
り
方
の
基

本
に
つ
な
が
る
大
き
な
広
が

り
と
重
さ
を
も
っ
た
テ
ー
マ

で
あ
る
。『
医
療
改
革
は
レ

セ
プ
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
か

ら
』
と
い
う
標
語
は
誇
張
で

も
何
で
も
な
い
」「
金
を
受

け
取
る
人
と
支
払
う
人
が
い

る
場
合
、
支
払
い
の
ル
ー
ル

を
決
め
る
の
は
支
払
う
人
だ

と
い
う
の
は
当
た
り
前
の
世

の
中
の
ル
ー
ル
に
す
ぎ
な

い
」「
保
険
者
機
能
の
発
揮

と
し
て
、
①
直
接
審
査
・
支

払
い
を
解
禁
す
る
②
医
療
機

関
と
保
険
者
と
の
間
で
サ
ー

ビ
ス
や
診
療
費
な
ど
に
つ
い

安
倍
内
閣
の
支
持
率
を
大

き
く
下
げ
る
こ
と
に
な
っ
た

年
金
問
題
だ
が
、
自
民
と
民

主
は
、
当
時
の
厚
労
相
が
誰

で
あ
っ
た
か
と
醜
い
責
任
の

な
す
り
あ
い
を
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
歴
代
の
厚
労
大
臣
は
責
任

を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

97年
基
礎
年
金
番
号
を

導
入
す
る
に
当
た
り
、
宙
に

浮
い
た
年
金
が
発
生
す
る
こ

と
は
分
か
っ
て
い
た
。
こ
の

段
階
で
き
ち
ん
と
し
た
手
立

て
を
打
た
ず
導
入
決
定
に
賛

成
し
た
の
は
自
民
・
社
民
・

さ
き
が
け
で
あ
っ
た
。

96年
３
月
に
基
礎
年
金
番

号
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
当
時

の
厚
労
相
は
菅
直
人
氏
（
さ

き
が
け
）で
、

97年
１
月
に
基

礎
年
金
番
号
を
実
施
し
た
の

は
小
泉
純
一
郎
氏（
自
民
）で

あ
る
。

02年
４
月
に
市
町
村

に
あ
っ
た
国
民
年
金
被
保
険

者
名
簿
の
保
存
・
管
理
義
務

を
な
く
し
た
の
は
坂
口
力
氏

（
公
明
）
で
あ
り
、
そ
し
て

女
性
を

産
む
機

械
と
発
言
し

た
柳

沢
伯

夫
氏
（
自
民
）
で

こ
の
問
題
が
公
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
党

利
党

略
で
は
な

く
、
き
ち
ん
と
国
民
の
立
場

に
立
っ
て
こ
の
問
題
を
解
決

す
る

必
要
が
あ
る（

図
２

）。

ま
た
、
年
金
問
題
で
は
保

険
医
に
大
き
く
か
か

わ
る

件

も
提

案
さ
れ
て
い
る
。
年
金

法
の
一

部
を
改

正
す
る

法
律

案
で
あ
る
。

社
保

庁
改
革

法
案
と

同
時

に
年
金
改
革

法
案
が

提
出
さ

れ
た
が
、
こ
の
年
金

法
案
に

は
、
国
民
年
金
保
険

料
未

納

の
場
合
「
医
療
機
関
は
保
険

医
療
機
関
の

更
新
を
さ

せ
な

『
朝

日
新

聞
』（

６
月

27日

付
）
は
、

６
月
の

住
民

税
増

税
で
「
何
か
の
間

違
い
で
は

な
い
か
」
と
大

阪
市
だ
け
で

こ
れ
ま
で
に

２
万
４
１

２
０

件
も
の
相

談
が
相

次
い
で
い

る
と

報
じ
た（

図
４

）。

所
得

税
・

住
民

税
の
定
率

減
税
の

廃
止
な
ど
に

よ
る

影

響
だ
が
、
定
率

減
税
は

99年

に
小

渕
内
閣
が

景
気
対

策
と

し
て「

恒
久

減
税
」と
の

位
置

付
け
で
導
入
し
た
。
だ
が
、

小
泉
内
閣
は
「

景
気
が

回
復

し
た
」
と

廃
止
、

昨
年
か
ら

今
年
か
け
て

全
廃
し
た
。
定

率
減

税
廃

止
に

よ
る
国
民
へ

の
負

担
増
は
、

今
年
だ
け
で

１
兆

７
千

億
円
に
も

及
ぶ
。

一
方
、
セ

ッ
ト
で
導
入
さ
れ

た
法
人

税
減

税
や
最
高

税
率

の
引
き
下
げ
は

温
存
さ
れ
て

い
る
。
そ
の

額
は
１

兆
７

千

億
円
に
も

及
ぶ
。

法
人

税
減

税
は
、
す
で
に

法
律
に

盛
り

込
ま
れ

文
字

通
り

恒
久

減
税

と
さ
れ
た
。

現
在
、
大

企
業

は
バ

ブ
ル

期
の
１
・

８
倍
も

の
利

益
を
上
げ
、

史
上

空
前

の
儲
け
を

獲
得
し
て
い
る
。

非
正
規

雇
用
の

増
大
、

ネ
ッ
ト

難
民
が
マ
ス

コ
ミ
で

取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、

庶

民
層
に
は

ワ
ー

キ
ン

グ
プ

ア

と
呼

ば
れ
る

事
態
が
広
が
っ

て
い
る
。

増
税

ご
ま

か
し

宣
伝

に
３

億
円

政
府
は
、
「

納
税

額
は
基

本
的
に

変
わ
ら
な
い
」
と
大

宣
伝
し
て
い
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
定
率

減
税

廃
止
の

分
だ
け

負
担

増
に
な
る
。
政

府
の
広

報
に
も
「
定
率

減
税

が
廃

止
さ
れ
る
こ
と
に

伴
う

税
負

担
が
生

じ
ま
す
の
で

ご

留
意
下
さ
い
」
と
小
さ
く

書

い
て
い
る
。
政
府
が
こ
の

火

消
し

宣
伝
の
た
め
に
費
や
し

た
広

報
費
は
３

億
円

以
上
に

の
ぼ
る
。

増
税
を
し
た
う

え
、

選
挙
目
当
て
の

ご
ま
か

し
宣

伝
に
３

億
円
も

使
う
と

は
、
あ
き
れ
て
開
い
た
口
が

ふ
さ
が
ら
な
い
。

宣
伝
は
、

増
税
の

提
案
者

で
あ
る
公
明
党
が
言
い
出
し

た
こ
と
で
あ
る
。

同
党
は
、

一
般

紙
に
も
「

増
税

戦
犯
」

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

同
党
は
、「
定
率

減
税
を

廃

止
し
て
年
金

財
源
に
す
る
」

と
し
て
い
た
が
、

結
局
、
高

齢
者
へ
の

増
税
を

含
め
た

２

兆
８

千
億

円
の

増
税
の
う

ち
、
た
っ
た

５
千

億
円
し
か

年
金
に
は

回
っ
て
い
な
い
。

次
回

以
降
、

構
造
「
改

革
」
に

苦
し

む
患
者
・
国
民

の
状

況
や
、
大

阪
の

参
議

院

予
定

候
補
者

ア
ン

ケ
ー
ト
な

ど
に
つ
い
て
解

説
す
る
。

（
つ
づ

く
）

狙
い
は
医
療
費
削
減

推
進

す
る

自
・

公
・

民

年
金

未
納

を
口

実
に

画
策

保
険
医
療
機
関
の
更
新
認
め
ず

図１ 各党の各分野公約

医 療 年 金 憲 法 格 差

自
民

党

■緊急医師派遣システムの構築
■医師不足の地域や診療科で養成増
■新たな高齢者医療制度の創設など
医療保険制度体系の見直し
■救命医療体制の一層の充実を図る
■新健康フロンティア戦略を着実に
推進、「メタボリックシンドロームの克
服」「がん克服」など「健康国家」の創設

■社会保険庁を解体し、業務を６分
割、非公務員型の新法人に移行、民
間委託を積極的に行う
■対象者不明の年金記録5000万件は
１年以内に照合完了
■５年の時効越えても受給可能に
■原因や責任の所在を調査・検証を
行う

■衆参両院の憲法調査会の議論を主
導しつつ、2010年の国会で改正案の
発議をめざし、新憲法制定の国民運
動を展開
■集団的自衛権の問題を含めて憲法
との関係を整理、安全保障の法的基
盤を再構築

■年長フリーターの正社員化、キャ
リアコンサルティング機会の提供、
求人ニーズが高い分野の職業訓練、
トライアル雇用、職業能力評価制度
の整備など
■パートの正社員化への転換の促進
■「ふるさと税制」など検討
■高齢者の募集採用の年齢制限禁止

公
明

党

■ドクターヘリを５年以内に50ヵ所に
■医師不足地域への医師派遣体制の
整備
■医師が不足している特定の診療科
に対して診療報酬の引き上げるなど
して増員を図る
■全国どこでも高い水準のがん医療
を受けられる体制をつくる

■基礎年金番号漏れ5000万件を早急
に調査し、受給者には08年８月ま
で、被保険者には09年３月までに通
知
■08年４月からすべての被保険者に
毎年、加入機関・納付履歴を通知
■年金保険料の事後納付期間を５年
に延長

■次期国会で衆参両院に設置される
憲法調査会での議論を深め、国民的
な論議を喚起する
■憲法調査会での３年間の議論を踏
まえ、３年後を目途に「加憲案」を
まとめることを目指す

■教育段階から予防的対策に重点を
図る
■フリーター、ニート対策（雇用機会
の提供。確保も含めて）を推進する
■時間外労働の割増賃金の引き上げ
■サービス残業の取り締まり強化
■メンタルヘルス（心の健康）対策
を強化し、職場環境を改善

民
主

党

■医師・看護師の配置を適正化し、
医師不足を解消するための緊急行動
計画を策定
■産科医の無過失補償制度を導入
■すべての地域で最善のがん治療や
最新のがん情報を受けられる体制を
つくる

■社会保険庁は解体し、国税庁を統
合した歳入庁を設置
■国民年金を含め年金制度を一元
化、基礎年金と所得比例部分の２階
建てに
■すべての被保険者に納付データ送
付、「年金通帳」を全加入者に交付
■年金記録の消失や支給漏れを調査

■憲法は一時の内閣が目指すべき社
会像や自らの重視する伝統・価値を
うたったり、国民に道徳や義務を課
すための規範ではない
■05年秋の「憲法提言」をもとに議
論し、国会内の広範かつ円滑な合意
形成ができる事項があるかどうか、
慎重かつ積極的に検討

■公的年金控除の見直しなどの所得
税改革を実施する
■３年をメドに最低賃金の全国平均
を時給1000円に
■パート労働者と正社員の均等待遇
に
■個人アドバイザーや就労支援手当
てなど、若者の雇用就労支援

共
産

党

■医師数の抜本増、小児科・産科確
保に対する公的支援診療報酬の改革
■「混合診療解禁」･「株式会社の医療
経営」など“医療の市場化”には反
対し、「保険証１枚」で安心して受け
られる医療制度を拡充する
■高齢者に過酷な差別医療を押しつ
ける後期高齢者制度の全面見直し

■納付記録をすべての受給者、加入
者に送付
■国の責任逃れの社保庁解体に反対
■すべての厚生年金・国民年金の手
書きの納付記録と社会保険庁の納付
記録とつき合わせ修正
■物証がなくても、申し立てや証言
などを尊重し年金を支給

■日本を海外で戦争する国につくり
かえる憲法改悪に反対
■集団的自衛権は行使できないとい
う政府の憲法解釈の変更に反対する
■世界の宝ともいうべき憲法９条を
守るため、思想信条、党派の違いを
超えた共同を発展させる

■庶民の大増税に反対、大企業・大
金持ち減税という不公平をなくす
■最低賃金引き上げ、ワーキングプ
アをつくらない
■サービス残業の根絶
■非正規で働く人の雇用と権利を守
り、正社員化をすすめる

社
民

党

■医療費抑制政策を転換
■「医療基準監督局」を設置、被害者
救済の公的賠償責任制度
■後期高齢者制度を凍結
■自治体病院への財政支援の強化
■医学部定員増、地方勤務評価
■国による乳幼児医療医療費の無料
制度創設

■すべての年金データを突合せ、正
確な加入記録を作成
■年金加入期間や保険料納付履歴な
どが照会できる「マイ年金通帳」を導入
■保険料納付の立証責任を国に
■全額税方式による月額８万円の
「基礎的暮らし年金」と所得比例年
金の２階建て

■憲法前文や９条の理念に沿って非
軍事の世界を目指す
■平和憲法９条改憲を許さない
■国民投票法の施行の凍結
■衆参両院の憲法調査委員会をしっ
かり監視
■集団的自衛権の行使に関する憲法
解釈の変更に強く反対

■同一価値労働同一賃金の考えで均
等待遇を確立するための立法
■非正規雇用勤労者の社会保険適用
や育児介護休業を拡大
■月80時間を超える残業の全面禁止
■日本版イグゼンプションの導入絶
対反対
■最低賃金を時給1000円に引き上げ

●国民健康保険法の一部改正（2008年４月施行）

一 市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定

めることができるものとするとともに、国民健康保険の保険料等を

滞納している世帯主（市町村が被保険者証の返還を求めるものとさ

れる者を除く。）又は国民年金保険料を滞納している世帯主（当該

世帯に属する国民年金の被保険者に係る国民年金保険料について連

帯納付義務を負う者を含み、社会保険庁長官が厚生労働省令で定め

る要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限

る。）等の被保険者証については、特別の有効期間を定めることが

できるものとすること。（国民健康保険法第九条関係）

●健康保険法の一部改正（2009年４月施行）

一 保険医療機関等の指定の欠格事由に、指定の申請に係る病院等

の開設者等が、社会保険料について、当該申請をした日の前日まで

に滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく

三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来

した社会保険料のすべてを引き続き滞納していることを追加するこ

と。（健康保険法第六十五条等関係）

図３ 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案（抜粋）

図２

責任を負っている歴代厚相･厚労相（敬称略）

菅直人（さきがけ）

96年３月 自民・社民

・さきがけ政権（橋本

龍太郎内閣）が基礎年

金番号導入を閣議決定

小泉純一郎（自民）
97年１月 基礎年金番

号導入を実施

宮下創平（自民）

丹羽雄哉（自民）

津島雄二（自民）

坂口力（公明）

02年４月 市町村にあ

った国民年金被保険者

名簿の保存・管理義務

をなくす

尾辻秀久（自民）

川崎二郎（自民）

柳沢伯夫（自民）

07年２月 約5000万件

の「宙に浮いた年金記

録」問題が発覚

96年１月�

96年11月�

98年７月�

99年10月�

00年７月�

00年12月�

04年９月�

05年10月�

06年９月�

て
個

別
契

約
を

結
ぶ
こ
と
を

容
認
す
る
」な
ど
と
述
べ
た
。

出
来

高
か

ら
包

括
へ

個
別

契
約

ま
で

展
望

レ
セ
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に

よ

り
出
来
高
払
い
か
ら
包
括
払

い
に
移
行
す
る
と
は
っ
き
り

述
べ
て
い
る
。
こ
の
包
括
化

は
医
療
費

削
減
の
手
段
に
な

る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

ま
た
、
支
払
う

側
が
ル
ー

ル
を
決
め
る
の
は
当
た
り

前
、
保
険
者
機
能
の
発
揮

は
、
保
険
者
の
直
接
審
査
・

支
払
い
に

よ
る

個
別

契
約
ま

で
展

望
し
て
い
る
。

社
会
保
険
は
、
保
険
者
が

被
保
険
者
に
対
し
て
医
療
サ

ー
ビ
ス
を

提
供
す
る

よ
う
医

療
機
関
に

お
願
い
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
社
会
保
険
の
ル

ー
ル
を

全
く
理
解
し
な
い

経

済
人
が
レ
セ
オ
ン
ラ
イ
ン
化

を
推
進
し
て
い
る
。
そ
の
目

的
は
、
大

企
業
と
国
の
公
的

医
療
費
へ
の

負
担

削
減

以
外

の
何

物
で
も
な
い
。

い
」
こ
と
や
、「
国
民

健
康

保
険

証
を

短
期

証
に

切
り

替

え
る
」
こ
と
な
ど
が

盛
り

込

ま
れ
て
い
る

（
図

３
）。

社
会
保
険

庁
改
革
は
、

グ

リ
ー
ン

ピ
ア
な
ど
の
保

養
施

設
の

建
設
費
や
社
保

庁
の
長

官
の

交
際
費
に
年
金
の
保
険

料
が

使
わ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
発

端
と
な
っ
て

始

ま
っ
た
の
で
あ
り
、
改
革
と

称
し
て
被
保
険
者
を

締
め

付

け
る
や
り
方
は
、

全
く
の
議

論
の
す
り
替

え
で
あ
る
。

患
者

･
ス
タ

ッ
フ

を
直
撃

６
月
の
住
民
税
通
知

レ セ プ ト
オンライン化

図４ ６月からの税源移譲に伴う、毎月の給与から引かれる住民税
A…扶養家族が専業主婦の妻と子ども２人の３人がいる場合

B…扶養家族０人の場合

月収 25万円 30万円 40万円 50万円

A B A B A B A B

平成18年 3,600 7,400 5,70011,00011,80019,40021,30029,500

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

平成19年 6,60015,50011,20020,00020,80029,10031,10039,300

アップ額（月額） 3,000 8,100 5,500 9,000 9,000 9,700 9,800 9,800

※平成18年の住民税は前年の年収と同じものとして算出
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